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 延岡市社会福祉協議会では、香典返しやチャリ

ティ等による益金や募金などのご寄付を受け付

けております。 
 
例えば・・・ 

  企業の社会貢献として寄付を行いたい。 

  チャリティの収益を福祉に役立てたい。 など 
 

皆様からお寄せいただいた浄財は、地域福祉、ボランティア活動の推進、

障がい者の各種福祉事業等に有効に使わせていただきます。 
  

寄付金控除 … 寄付金は、所得税控除などの優遇措置制度 

があります。 
 

ご寄付につきましては、同意を得た方に限り、広報紙に掲載 

させていただきます。     

 

 

 

  
「みんなでつくろう 支え合う地域社会」 

 
 誰もが幸せな生活を送ることが出来る「福祉」のまちをつくるためには、

私たち一人ひとりが主人公となり、自分たちの地域の課題に関心を持ち、積

極的に福祉活動に参加することが必要と考えています。 

 社会福祉協議会は、このことを「地域福祉」と考

え、地域住民の方々と一緒に地域福祉ネットワーク

作りに取り組んでまいります。 

 

 

   ≪お 問 い 合 せ 先≫ 
 
   本所              北方支所 

   延岡市三ツ瀬町１－１２－４   延岡市北方町川水流卯１４２０ 

   ℡：０９８２（３２）６５５５  ℡：０９８２（４７）３２９４ 
 
   北浦支所            北川支所 

   延岡市北浦町古江２４３３－１  延岡市北川町川内名７２２６－４ 

   ℡：０９８２（４５）２４２７  ℡：０９８２（４６）２１２３ 

ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 

「ココロン」です 

 


